
議案第１０２号 

 

   静岡市日影沢親水園条例の一部改正について 
 

 静岡市日影沢親水園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３１年２月２１日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

   静岡市日影沢親水園条例の一部を改正する条例 

 静岡市日影沢親水園条例（平成15年静岡市条例第195号）の一部を次のように改正する。 

第９条第３項中「3,000円」を「3,200円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

（施行前の準備） 

２ この条例による改正後の静岡市日影沢親水園条例第９条第３項の規定に基づく静岡市日影

沢親水園の利用料金の設定は、この条例の施行の日前においてもこれを行うことができる。 

 


